
別記様式２ 

         　　　　令和７年度　第３回　　青森警察署協議会議事録

開催日時   令和８年２月18日(水) 午後１：30～午後３：00

開催場所 　青森警察署４階講堂 

出 委　員    会長以下11人

 

席 警察署    署長以下６人

開　催　内　容

１　開会 

２　協議会会長（古川崇委員）挨拶 

３　警察署長挨拶 

４　議事 

　⑴　活動概況 

 　　　熊の駆除への対応について（生活安全課長代理）

　⑵　委員からの事前意見・要望について 

 

 　信号のない横断歩道での一時停止について、冬期間は雪で見えない場合や無理な 

 ブレーキで事故につながることがあると思うが、取締りは夏と同様に行われるのか。

 

　　【回答】 

　　　　横断歩道設置場所には横断歩道を示す道路表示の他に、横断歩道の存在を示す道路標

 　　　識が設置されている。

　　　　このため、積雪で表示が見えない場合であっても、運転者は標識により横断歩道の有

　　　無を確認することが出来るので、横断歩行者が認められる場合は、車両の一時停止義務

 　　　が発生する。

　　　　警察としては、横断歩行者保護のため、年間を通じて横断歩行者妨害に関する交通違

 　　　反の取締りを実施している。

　　　　また、取締りによる事故を防ぐため、違反車両を安全な場所に停止させる、車両停止

 　　　中の後方警戒の徹底等、安全に配意した取締りを実施している。

 

  　学校内での暴力行為が拡大する中でスクールポリス等の対策は進んでいるか。

   学校と警察と協議されているのか。

 

　　【回答】 

　　　　スクールポリス（学校内警察）は、警察官が学校に常駐し、いじめ、薬物、暴力行為

　　　などのトラブル対応や予防活動を行う制度で、アメリカで導入されているようだが、現

 　　　時点では青森県警察で導入しておらず、他県警での導入実績も確認できていない。

　　　　学校におけるいじめ問題に関しては、一義的には教育現場における対応を尊重しつつ

　　　も、犯罪行為がある場合には、被害児童や保護者の意向、学校側における対応状況等を



 　　　踏まえながら、警察として必要な対応をとっている。

　　　　特に生命、身体又は財産に重大な被害が生じている、又はその疑いのある事案の場合

 　　　は、捜査等を積極的に推進し、検挙、補導等の措置を講じる。

　　　　青森県警察と青森県教育委員会との間で協定を締結しており、児童生徒等の生命、身

　　　体又は財産の安全を図るために、警察との連携が緊急かつやむを得ないと認められる事

　　　案は、学校から連絡を受ける体制が確立されているほか、青森市いじめ問題対策連絡協

 　　　議会など、関係団体と情報共有を図っている。

 　　【追加意見】

　　　　一般的に、企業のハラスメント対策窓口は第三者で作るのではなくその企業等の上層

　　　部が作っていると認識している。内部で設えた窓口では、相談したくても具体的な相談

 　　　ができていないのではないか。

　　　　例えば、学校内でのトラブルを学校の相談窓口に相談しても、学校に都合が悪いこと

 　　　なら教員らに隠蔽されるのでは、という懸念がある。

　　　　警察等が第三者的な立場で相談を聞いてくれれば、公平性が保たれ相談しやすくなる

 　　　のではないか、と感じている。

 　　【回答】

　　　　もちろん警察では公平な立場で相談に対応しているが、少年サポートセンターでは専

　　　門的な知見を有する少年補導職員が少年問題に対応しており、こういった窓口があるこ

 　　　とを更に広く広報していきたい。

 

 

 　石江交差点や西バイパスのフェリー埠頭入口交差点など信号が切り替わっても無理

  やり右折する車が多く直進車の妨げになっている事が多い。

 　右折信号を無視して左折する車がいたり、信号無視の多い交差点になっている。

　

 　【回答】

　　　　当該石江交差点及びフェリー埠頭入口西バイパス交差点は、令和７年中人身交通事故

 　　　が複数件発生している地点である。

　　　　信号無視は、死亡・重傷事故等の重大な交通事故に繋がりかねない悪質な交通違反で

　　　あることから、警察としては、年間を通じて信号無視に対する交通指導取締りを実施し

 　　　ている。

 　　　　今後も、信号無視を始めとする悪質な交通違反の取締りを強化していきたい。

 

 　最近、帰宅時の暗い時間帯になると、除雪車両と一緒に走る事があるが、後ろ向き

 に装着されている作業灯（赤色では無く通常の白色系）を、点灯したまま走っている

  除雪車両が多いように感じる。

  　後ろ向きに、直接後続車両を照らしてくるので非常に眩しい。

 　作業中で無い通常の移動の場合、道路交通法や道路運送車両法で規制は難しいのか。

　

 　【回答】

        除雪車両に装着されている作業灯については、「道路運送車両の保安基準」等により、

 　　　走行中の使用が禁止されている。

　　　　青森市等の自治体を通じて、除雪車両移動時の作業灯消灯の徹底を指導するとともに、

 　　　パトロールを通じて、当該車両に対して注意指導していきたい。

 



  　これから春になると、また熊が出没することがあるかと思うが、遠目で発見した

 場合、近くで遭遇した場合、それぞれどのようにすればよいか。

 

　　【回答】　 

　　  　一般的に広報されていることではあるが、熊は、基本的に人を避けて行動すると言わ

　　　れているので、熊が人を避けるよう、熊鈴、話し声、ラジオなどにより、人の存在をア

 　　　ピールすることが大切と思われる。

　　　　それでも熊に遭ってしまった場合は、距離にかかわらず、まずは、落ち着いて行動し

 　　　てほしい。

　　　　熊は本能で、「逃げるもの」を追いかける習性があるので、走って逃げることは厳禁。

 　　　熊の動きを見ながら、ゆっくり後ずさりをする。

　　　　万が一、住宅街で遭遇した場合は、建物や車の中に避難するか、熊との間に、電柱、

 　　　塀、車などの遮蔽物を挟むこと。

　　　　また、熊との距離が至近距離となり、攻撃されそうになってしまった場合は、「熊スプ

 　　　レー」を持っていれば使用してほしい。

　　　　熊スプレーを持っていない場合は、重症化を防ぐために、首の後ろを手で守り、うず

　　　くまる、もしくはうつ伏せになるなどの防御姿勢をとってほしい。いわゆる「死んだふ

 　　　り」作戦は絶対にやめてほしい。

　　　　実際に熊に遭遇すれば冷静ではいられないとは思うが、落ち着いて行動することが命

 　　　を守ることにつながる。

 　⑶　質疑応答

       なし

５　通信指令・無線通話技能デモンストレーション 

６　連絡事項 

 　○　令和８年度第１回警察署協議会の時期

 　○　令和８年度警察職員採用試験日程及び業務説明会の開催について

７　会長総括 

８　閉会 

 

 【 開　催　状　況 】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

　 　 　


